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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空身体器官内の障害を治療するためのデバイスであって、前記デバイスは、
　前記器官の空洞に到達するように患者の身体経路を通して前進可能なシャフトと、
　前記身体経路を通る前進のための圧潰構成、および、前記中空身体器官の内側壁におい
て電気的に隔離された組織領域の所定のパターンを作り出すように適合された拡張構成を
有する焼灼部材であって、各電気的に隔離された組織領域は、少なくとも１本の連続的な
焼灼線によって画定され、かつ、前記身体器官の内表面積全体の半分以下である、焼灼部
材と
　を備える、デバイス。
【請求項２】
　前記シャフトの遠位端に連結される拡張可能部材をさらに備え、前記拡張可能部材は、
前記器官の前記空洞に到達するように前記身体通路を通して前進可能な圧潰構成と、前記
拡張可能部材が前記器官内で前進させられるときに前記器官の内側壁に接触するように構
成される拡張構成とを有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記焼灼部材は、前記拡張可能部材を覆って配置される、請求項２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記拡張可能部材は、液体または気体を用いて膨張させられるように構成される膨張可
能バルーンを備える、請求項２に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記拡張可能部材は、前記シャフトの前記遠位端を覆って配置され、前記シャフトの前
記遠位端は、前記拡張可能部材が前記圧潰構成から前記拡張構成に移行すると長さが伸び
るように伸縮式である、請求項２に記載のデバイス。
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【請求項６】
　前記拡張可能部材は、前記身体器官内で前記拡張構成のとき、前記身体器官の前記内側
壁の形状に一致するように構成される、請求項２に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記焼灼部材は、前記中空身体器官の前記内側壁上に前記少なくとも１本の連続的な焼
灼線を生成するように構成される少なくとも１つの経度伸長部材を備える、請求項１に記
載のデバイス。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの経度伸長部材は、前記焼灼部材が前記拡張構成にあるとき、前記
シャフトの縦軸または前記中空身体器官の縦軸のうちの１つ以上に対して平行である、請
求項７に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記焼灼部材は、前記中空身体器官の前記内側壁上に前記少なくとも１本の連続的な焼
灼線を生成するように構成される少なくとも１つの緯度伸長部材を備える、請求項１に記
載のデバイス。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの緯度伸長部材は、前記焼灼部材が前記拡張構成にあるとき、前記
シャフトの縦軸または前記中空身体器官の縦軸のうちの１つ以上を横断する、請求項９に
記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記焼灼部材は、前記焼灼部材が前記拡張構成にあるときに相互に横断するように配列
される、少なくとも１つの経度伸長部材と少なくとも１つの緯度伸長部材とを備え、前記
少なくとも１つの経度伸長部材または前記少なくとも１つの緯度伸長部材のうちの１つ以
上は、前記中空身体器官の前記内側壁上に前記少なくとも１本の連続的な焼灼線を生成す
るように構成される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記焼灼部材は、前記身体器官内で前記拡張構成のとき、前記身体器官の前記内側壁の
形状に一致するように構成される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記拡張構成における前記焼灼部材によって作り出される前記電気的に隔離された組織
領域の前記所定のパターンは、前記身体器官の前記内側壁における複数の実質的に連続的
な焼灼線を含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記複数の実質的に連続的な焼灼線は、円周方向線、縦方向ジグザグ線、または破線の
うちの少なくとも１つを含む、請求項１３に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記複数の実質的に連続的な焼灼線は、前記所定のパターンにおいて、前記中空身体の
内表面積全体の１０％以下を占有する、請求項１３に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記焼灼部材は、ＲＦエネルギーアプリケータ、冷凍焼灼部材、光焼灼部材、マイクロ
波エネルギーアプリケータ、化学薬品送達部材、超音波エネルギーアプリケータ、または
機械的切り込み部材のうちの１つ以上を含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記中空身体器官は、膀胱、腎臓、膣、子宮、卵管部分、結腸部分、大腸部分、小腸部
分、胃、食道部分、胆嚢、気管支、および肺の肺胞を含む群から選択される、請求項１に
記載のデバイス。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６



(3) JP 2017-500175 A5 2018.1.11

【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　本発明のさらなる側面は、中空身体器官内の障害を治療するためのデバイスを提供する
。本デバイスは、中空身体器官に到達するために、患者の身体通路を通して前進可能なシ
ャフトと、シャフトの遠位端に連結された組織修正構造と、中空身体器官の内側壁内に電
気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成し、中空身体器官の機械特性または
電気特性のうちの少なくとも１つを修正するための手段とを備える。組織修正構造の少な
くとも一部は、中空身体器官の内側壁の少なくとも一部に接触し、それに一致するように
適合される。治療されるべき中空身体器官は、膀胱、気管支、肺の細気管支、胃、結腸、
大腸、小腸、腎臓、膣、子宮、卵管、食道、胆嚢、および同等物を含む群から選択される
。
　本発明は、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　中空身体器官内の障害を治療するためのデバイスであって、
　前記器官の空洞に到達するように患者の身体経路を通して前進可能なシャフトと、
　前記シャフトの遠位端に連結される拡張可能部材であって、前記器官の前記空洞に到達
するように前記身体通路を通して前進可能な圧潰構成と、前記拡張可能部材がその中で前
進させられるときに前記器官の内側壁に接触するように構成される拡張構成とを有する、
拡張可能部材と、
　前記拡張可能部材の外面を覆って配置され、前記拡張可能部材の遠位端に固定して連結
される、少なくとも１本の経度ワイヤと、
　を備え、
　前記少なくとも１本の経度ワイヤは、前記拡張可能部材が前記圧潰構成および拡張構成
の間で移行すると、前記拡張可能部材の前記外面を横断して摺動するように構成される、
デバイス。
（項目２）
　前記少なくとも１本の経度ワイヤは、前記器官の前記内側壁内に電気伝搬を低減させた
組織領域を生成して、前記器官の機械特性または電気特性のうちの１つまたはそれを上回
るものを修正するように構成される、少なくとも１つの焼灼電極を備える、項目１に記載
のデバイス。
（項目３）
　前記拡張可能部材の前記外面を覆って配置され、前記少なくとも１本の経度ワイヤに対
して直角である、少なくとも１本の緯度ワイヤをさらに備える、項目１に記載のデバイス
。
（項目４）
　前記少なくとも１本の緯度または経度ワイヤのうちの１本またはそれを上回るものは、
前記器官の前記内側壁内に電気伝搬を低減させた組織領域を生成して、前記器官の機械特
性または電気特性のうちの１つまたはそれを上回るものを修正するように構成される、焼
灼電極を備える、項目３に記載のデバイス。
（項目５）
　前記少なくとも１本の経度ワイヤは、前記拡張可能部材が前記圧潰構成および拡張構成
の間で移行すると、前記少なくとも１本の緯度ワイヤを横断して摺動するように構成され
る、項目３に記載のデバイス。
（項目６）
　前記少なくとも１本の緯度ワイヤは、前記拡張可能部材の赤道と平行である、項目３に
記載のデバイス。
（項目７）
　前記少なくとも１本の経度ワイヤまたは緯度ワイヤのうちの１本またはそれを上回るも
のは、それぞれ異なる部分において伝導性の表面を有する、ワイヤの束を備える、項目３
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に記載のデバイス。
（項目８）
　前記少なくとも１本の経度ワイヤは、それぞれ異なる部分において伝導性の表面を有す
る、ワイヤの束を備える、項目１に記載のデバイス。
（項目９）
　前記少なくとも１本の経度ワイヤが摺動すると、それを通って横断する、少なくとも１
つのループをさらに備える、項目１に記載のデバイス。
（項目１０）
　前記中空身体器官は、膀胱、腎臓、膣、子宮、卵管、結腸、大腸、小腸、胃、食道、胆
嚢、気管支、および肺胞を含む群から選択される、項目１に記載のデバイス。
（項目１１）
　前記拡張可能部材は、前記シャフトの前記遠位端を覆って配置され、前記シャフトの前
記遠位端は、前記拡張可能部材が前記圧潰構成から前記拡張構成に移行すると、長さが拡
張するように伸縮式である、項目１に記載のデバイス。
（項目１２）
　前記シャフトの前記伸縮式遠位端は、圧潰されたときの２ｃｍ～５ｃｍから完全に拡張
されたときの４ｃｍ～１５ｃｍまで長さが変動する、項目１１に記載のデバイス。
（項目１３）
　前記少なくとも１本の経度ワイヤは、前記シャフトの縦軸と平行である、項目１に記載
のデバイス。
（項目１４）
　中空身体器官内の障害を治療する方法であって、
　前記器官の空洞に到達するように身体通路を通して組織修正デバイスを前進させるステ
ップと、
　拡張した拡張可能部材の外面が前記器官の内側壁に接触するように、前記空洞内で前記
組織修正デバイスの遠位端に配置される拡張可能部材を拡張するステップと、
　前記器官の機械特性または電気特性のうちの少なくとも１つを修正するように、前記中
空身体器官の前記内側壁内に電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成する
ステップと、
　を含み、
　前記組織修正デバイスは、前記拡張可能部材の外面を覆って配置され、前記組織修正デ
バイスの遠位最上部に固定して連結される、少なくとも１本の経度ワイヤを備え、
　前記少なくとも１本の経度ワイヤは、前記拡張可能部材が拡張されるか、または圧潰さ
れると、前記拡張可能部材の前記外面にわたって摺動する、方法。
（項目１５）
　前記拡張可能部材を拡張するステップは、前記拡張可能部材を膨張させるステップを含
む、項目１４に記載の方法。
（項目１６）
　前記拡張可能部材を拡張するステップは、前記拡張可能部材に連結され、かつ前記拡張
可能部材内に配置される伸縮式シャフトを延長するステップを含む、項目１４に記載の方
法。
（項目１７）
　前記組織修正デバイスはさらに、前記拡張可能部材の前記外面を覆って配置され、かつ
前記少なくとも１本の経度ワイヤに対して直角である、少なくとも１本の緯度ワイヤを備
え、前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンは、前記少なくとも１本の経度
ワイヤまたは緯度ワイヤの配列に基づく、項目１６に記載の方法。
（項目１８）
　前記組織領域の所定のパターンは、前記拡張可能部材が拡張されると生成される、項目
１４に記載の方法。
（項目１９）
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　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成するステップは、前記器官
の前記内側壁上に焼灼パターンを生成するステップを含む、項目１４に記載の方法。
（項目２０）
　前記中空身体器官は、膀胱、腎臓、膣、子宮、卵管、結腸、大腸、小腸、胃、食道、胆
嚢、気管支、および肺胞を含む群から選択される、項目１４に記載の方法。
（項目２１）
　膀胱における尿障害を治療する方法であって、
　前記膀胱の機械特性または電気特性のうちの少なくとも１つを修正するように、前記膀
胱の内側壁内に電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成するステップを含
む、方法。
（項目２２）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンは、満杯であるとき、前記膀胱の
長軸と平行な長軸を有する膀胱壁面積の所定のパターンを備える、項目２１に記載の方法
。
（項目２３）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成するステップは、膀胱組織
内の電気活動の波及の防止、減衰、または減速のうちの少なくとも１つを行う、項目２１
に記載の方法。
（項目２４）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成するステップは、異常電気
活動によって生じる膀胱平滑筋収縮を減少させる、項目２１に記載の方法。
（項目２５）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成するステップは、前記膀胱
を通した機械力の伝達の防止、減衰、または修正のうちの少なくとも１つを行う、項目２
１に記載の方法。
（項目２６）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域は、尿管上皮を通して、尿管上皮および副尿管上皮
を通して、尿管上皮および副尿管上皮ならびに排尿筋の少なくとも一部を通して、または
前記膀胱の壁全体を通して延在する、項目２に記載の方法。
（項目２７）
　前記膀胱内の異常電気活動の病巣を特定するステップをさらに含む、項目２１に記載の
方法。
（項目２８）
　前記電気伝搬を低減させた領域の所定のパターンは、前記特定された異常電気活動の病
巣に対応する、項目２７に記載の方法。
（項目２９）
　前記膀胱内の異常電気活動の病巣を特定するステップは、前記膀胱の誘発収縮を撮像ま
たは視覚化するステップを含む、項目２７に記載の方法。
（項目３０）
　前記膀胱内の異常電気活動の病巣を特定するステップは、前記膀胱腔内に導入されたデ
バイスの複数の電極を用いて、前記膀胱内の電気活動を記録するステップを含む、項目２
７に記載の方法。
（項目３１）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンは、前記膀胱腔内に導入された前
記デバイスを用いて生成される、項目３０に記載の方法。
（項目３２）
　前記膀胱腔内に導入された前記デバイスの少なくとも一部は、前記膀胱の内側壁の形状
に一致するように構成される、項目３０に記載の方法。
（項目３３）
　前記膀胱内の異常電気活動の病巣を特定するステップは、前記膀胱の近傍に磁場を生成
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するステップと、前記膀胱の中で少なくとも１つのコイル要素を展開するステップと、前
記膀胱内で電気活動を局所化するために前記コイル要素内の電磁信号または電流のうちの
１つまたはそれを上回るものを使用するステップとを含む、項目２７に記載の方法。
（項目３４）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンは、電気伝搬を低減させた複数の
組織線を備える、項目２１に記載の方法。
（項目３５）
　前記電気伝搬を低減させた複数の組織線は、円周方向線、縦方向ジグザグ線、および破
線のうちの少なくとも１つを備える、項目２４に記載の方法。
（項目３６）
　前記電気伝搬を低減させた複数の組織線は、１ｍｍ～１０ｍｍの範囲内の幅を有する、
項目２４に記載の方法。
（項目３７）
　電気伝搬を低減させた隣接する組織線は、１０ｍｍ～１５０ｍｍの範囲内の距離だけ分
離される、項目２４に記載の方法。
（項目３８）
　前記電気伝搬を低減させた複数の組織線は、前記膀胱が圧潰されているとき、前記組織
線間の接触が最小限にされるように配列される、項目２４に記載の方法。
（項目３９）
　前記電気伝搬を低減させた複数の組織線は、尿管口、尿管膀胱接合部、膀胱三角部、膀
胱穹窿部、または膀胱出口を含む群から選択される、１つまたはそれを上回る解剖学的領
域を回避するように配列される、項目２４に記載の方法。
（項目４０）
　前記電気伝搬を低減させた組織面積の所定のパターンは、前記膀胱内の１つまたはそれ
を上回る解剖学的領域を電気的に隔離するように選択される、項目２１に記載の方法。
（項目４１）
　前記１つまたはそれを上回る電気的に隔離された解剖学的領域は、尿管口、尿管膀胱接
合部、膀胱三角部、膀胱穹窿部、または膀胱出口を含む群から選択される、項目４０に記
載の方法。
（項目４２）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンは、前記膀胱の前記内側壁全体を
通して分散される、電気伝搬を低減させた複数の組織スポットを備える、項目２１に記載
の方法。
（項目４３）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンは、ＲＦ焼灼、冷凍焼灼、光焼灼
、マイクロ波エネルギー、化学薬品の使用、超音波エネルギー、および機械的切り込みの
うちの少なくとも１つによって生成される、項目２１に記載の方法。
（項目４４）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成するステップは、前記膀胱
の前記内側壁内の標的部位またはその近傍に、前記膀胱腔内に導入されたデバイスの組織
修正構造を設置するステップと、前記組織修正構造の能動要素を所定の様式において移動
させ、前記所定のパターンの少なくとも一部を生成するステップとを含む、項目２１に記
載の方法。
（項目４５）
　所定の様式において前記能動要素を移動させるステップは、前記能動要素の少なくとも
一部を回転させるステップを含む、項目４４に記載の方法。
（項目４６）
　前記能動要素近傍の前記デバイスの少なくとも一部は、前記内側膀胱壁の形状に一致す
るように構成される、項目４４に記載の方法。
（項目４７）



(7) JP 2017-500175 A5 2018.1.11

　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成するステップは、前記膀胱
の前記内側壁内の複数の標的部位またはその近傍に、前記膀胱腔内に導入されたデバイス
の複数の組織修正構造を設置するステップと、前記複数の組織修正構造の複数の能動要素
を通してエネルギーを印加し、前記所定のパターンの少なくとも一部を生成するステップ
とを含む、項目２１に記載の方法。
（項目４８）
　前記エネルギーは、前記複数の標的部位において、同時に、前記能動要素によって印加
される、項目４７に記載の方法。
（項目４９）
　前記エネルギーは、前記複数の組織修正構造が前記複数の組織部位またはその近傍に設
置された後、前記能動要素を再位置付けする必要なく、前記複数の標的部位において、前
記能動要素によって印加される、項目４７に記載の方法。
（項目５０）
　前記複数の組織修正構造は、前記膀胱腔の形状に一致するように構成される、項目４７
に記載の方法。
（項目５１）
　前記電気的に隔離された面積の所定のパターンが前記膀胱内に生成される際に、前記膀
胱を視覚化するステップをさらに含む、項目２１に記載の方法。
（項目５２）
　前記膀胱の前記内側壁内に前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成
するステップは、前記膀胱の前記内側壁に複数の電極を並置するように拡張可能部材を展
開するステップを含む、項目２１に記載の方法。
（項目５３）
　収縮させるように前記膀胱を刺激するステップをさらに含む、項目２１に記載の方法。
（項目５４）
　収縮させるように前記膀胱を刺激するステップは、冷水を前記膀胱に適用するステップ
、膀胱圧を急速に上昇させるステップ、または薬剤を適用するステップのうちの１つまた
はそれを上回るものを含む、項目５３に記載の方法。
（項目５５）
　前記刺激に応答して前記膀胱の領域を識別するステップをさらに含む、項目５３に記載
の方法。
（項目５６）
　前記膀胱の前記内側壁内に前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成
するステップは、前記識別された領域を優先的に焼灼するステップを含む、項目５５に記
載の方法。
（項目５７）
　前記識別された領域を優先的に焼灼するステップは、前記識別された領域を電気的に隔
離するステップを含む、項目５６に記載の方法。
（項目５８）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の生成された所定のパターンは、尿失禁、過活動膀
胱、排尿筋・括約筋筋失調（ＤＳＤ）、膀胱痛症候群、月経過多、膣痙、過敏性子宮、ま
たは早期陣痛のうちの１つまたはそれを上回るものを治療するために効果的である、項目
２１に記載の方法。
（項目５９）
　膀胱における尿障害を治療するためのデバイスであって、
　前記膀胱に到達するように患者の尿道を通して前進可能なシャフトと、
　前記シャフトの遠位端に連結される組織修正構造であって、前記組織修正構造の少なく
とも一部は、前記膀胱の内側壁の少なくとも一部に接触し、それに一致するように適合さ
れる、組織修正構造と、
　前記膀胱の内側壁内に電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成し、前記
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膀胱の機械特性または電気特性のうちの少なくとも１つを修正するための手段と、
　を備える、デバイス。
（項目６０）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域は、尿管上皮を通して、尿管上皮および副尿管上皮
を通して、尿管上皮および副尿管上皮ならびに排尿筋の少なくとも一部を通して、または
前記膀胱の壁全体を通して延在する、項目５９に記載のデバイス。
（項目６１）
　前記組織修正構造は、前記膀胱の内側壁に一致するように成形されたケージを備え、前
記ケージは、組織内の電気伝搬を低減させたための１つまたはそれを上回る能動要素を担
持する、項目５９に記載のデバイス。
（項目６２）
　前記ケージは、前記膀胱内の異常電気活動の病巣を特定するように構成される、１つま
たはそれを上回るマッピング電極を備える、項目６１に記載のデバイス。
（項目６３）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンは、前記膀胱内の前記特定された
異常電気活動の病巣に対応する、項目６２に記載のデバイス。
（項目６４）
　前記１つまたはそれを上回る能動要素は、ＲＦ焼灼、冷凍焼灼、光焼灼、マイクロ波エ
ネルギー、化学薬品の使用、超音波エネルギー、および機械的切り込みのうちの少なくと
も１つによって、電気的に隔離された面積のパターンを生成するように適合される、項目
６１に記載のデバイス。
（項目６５）
　前記ケージは、前記１つまたはそれを上回る能動要素を移動させ、前記所定のパターン
を生成するように前記膀胱内を移動可能である、項目６１に記載のデバイス。
（項目６６）
　前記１つまたはそれを上回る能動要素は、エネルギーを前記膀胱の内側壁に選択的に送
達するように適合された複数の能動要素を備える、項目６１に記載のデバイス。
（項目６７）
　前記１つまたはそれを上回る能動要素は、エネルギーを前記膀胱の内側壁に同時に送達
するように適合された複数の能動要素を備える、項目６１に記載のデバイス。
（項目６８）
　前記組織修正構造は、前記膀胱の内側壁の少なくとも一部に一致するように成形された
伸長湾曲要素を備える、項目５９に記載のデバイス。
（項目６９）
　前記伸長湾曲要素は、前記伸長湾曲要素に沿った複数の点において、発電機に電気的に
連結される、項目６８に記載のデバイス。
（項目７０）
　前記電気的に隔離された面積の所定のパターンを生成するための前記手段は、前記伸長
湾曲要素上に配置された１つまたはそれを上回る能動要素を備える、項目６８に記載のデ
バイス。
（項目７１）
　前記１つまたはそれを上回る能動要素は、ＲＦ焼灼、冷凍焼灼、光焼灼、マイクロ波エ
ネルギー、化学薬品の使用、超音波エネルギー、および機械的切り込みのうちの少なくと
も１つによって、電気的に隔離された面積のパターンを生成するように適合される、項目
７０に記載のデバイス。
（項目７２）
　前記伸長湾曲要素は、前記１つまたはそれを上回る能動要素を移動させ、前記所定のパ
ターンを生成するように移動可能である、項目７０に記載のデバイス。
（項目７３）
　前記膀胱壁接触要素と連結され、前記膀胱壁接触要素を前記膀胱の前記内側壁に対して
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圧接するように拡張可能である、拡張可能要素をさらに備える、項目５９に記載のデバイ
ス。
（項目７４）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成するステップは、膀胱組織
内の電気活動の波及の防止、減衰、または減速のうちの少なくとも１つを行う、項目５９
に記載のデバイス。
（項目７５）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成するステップは、異常電気
活動によって生じる膀胱平滑筋収縮を減少させる、項目５９に記載のデバイス。
（項目７６）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成するステップは、前記膀胱
を通した機械力の伝達の防止、減衰、または修正のうちの少なくとも１つを行う、項目５
９に記載のデバイス。
（項目７７）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成するステップは、電気伝搬
を低減させた複数の組織線を生成するステップを含む、項目５９に記載のデバイス。
（項目７８）
　前記電気伝搬を低減させた複数の組織線は、円周方向線、縦方向ジグザグ線、および破
線のうちの少なくとも１つを備える、項目７７に記載のデバイス。
（項目７９）
　前記電気伝搬を低減させた複数の組織線は、１ｍｍ～１０ｍｍの範囲内の幅を有する、
項目７７に記載のデバイス。
（項目８０）
　前記電気伝搬を低減させた隣接する組織線は、１０ｍｍ～１５０ｍｍの範囲内の距離だ
け分離される、項目７７に記載のデバイス。
（項目８１）
　前記電気伝搬を低減させた複数の組織線は、前記膀胱が圧潰されているとき、前記組織
線間の接触が最小限にされるように配列される、項目７７に記載のデバイス。
（項目８２）
　前記電気伝搬を低減させた複数の組織線は、尿管口、尿管膀胱接合部、膀胱三角部、膀
胱穹窿部、または膀胱出口を含む群から選択される、１つまたはそれを上回る解剖学的領
域を回避するように配列される、項目７７に記載のデバイス。
（項目８３）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンは、前記膀胱内の１つまたはそれ
を上回る解剖学的領域を電気的に隔離するように配列される、項目５９に記載のデバイス
。
（項目８４）
　前記１つまたはそれを上回る電気的に隔離された解剖学的領域は、尿管口、尿管膀胱接
合部、膀胱三角部、または膀胱出口を含む群から選択される、項目８３に記載のデバイス
。
（項目８５）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンは、前記膀胱の前記内側壁全体を
通して、または前記膀胱内の限定された区域にわたって分散される、電気伝搬を低減させ
た複数の組織スポットを備える、項目５９に記載のデバイス。
（項目８６）
　膀胱における尿障害を治療するためのシステムであって、
　項目５９に記載のデバイスと、
　前記電気的に隔離された面積の所定のパターンが前記膀胱内に生成される際に、前記膀
胱を視覚化するための手段と、
　を備える、システム。
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（項目８７）
　前記膀胱を視覚化するための前記手段は、膀胱鏡または尿管鏡を備える、項目６６に記
載のシステム。
（項目８８）
　前記膀胱を視覚化するための前記手段は、前記デバイスの少なくとも一部を通して延在
するビデオカメラまたは光ファイバを備える、項目６６に記載のシステム。
（項目８９）
　前記組織修正構造は、拡張可能部材を備え、組織領域の所定のパターンを生成するため
の前記手段は、複数の電極と、前記電極を保持する複数の支柱とを備える、項目５９に記
載のデバイス。
（項目９０）
　前記膀胱に引き込まれる前記複数の支柱の長さは、前記膀胱の形状によって判定される
、項目８９に記載のデバイス。
（項目９１）
　前記拡張可能部材は、前記膀胱の中への進入点において前記拡張可能部材によって印加
される圧力を低減させるように、前記複数の支柱から縦方向に変位させられる、項目８９
に記載のデバイス。
（項目９２）
　前記拡張可能部材は、前記シャフトによって、前記膀胱の中への進入点において前記複
数の支柱から分離される、項目８９に記載のデバイス。
（項目９３）
　前記組織領域の所定のパターンを生成するための前記手段は、前記複数の支柱に沿った
配線を備え、前記配線は、部分的に前記複数の支柱の遠位端、および少なくとも部分的に
前記デバイスの近位端を起点とする、項目８９に記載のデバイス。
（項目９４）
　前記複数の支柱は、前記デバイスの遠位端において起点を有し、非弾性織物に組み込ま
れる、項目８９に記載のデバイス。
（項目９５）
　前記拡張可能部材は、前記拡張可能部材の遠位部分が前記拡張可能部材の拡張中に近位
部分の前に拡張するように構成される、項目８９に記載のデバイス。
（項目９６）
　前記拡張可能部材は、可変適合性を有する、項目８９に記載のデバイス。
（項目９７）
　前記拡張可能部材の遠位部分は、前記拡張可能部材の下部分よりも高い適合性を有する
、項目９６に記載のデバイス。
（項目９８）
　前記支柱のうちの１本またはそれを上回るものは、増加した屈曲可撓性の線によって区
画に分割される、項目８９に記載のデバイス。
（項目９９）
　前記支柱のうちの１本またはそれを上回るものは、ヒンジによって接続された区画に分
割される、項目８９に記載のデバイス。
（項目１００）
　組織領域の所定のパターンを生成する前記手段はさらに、圧力コントローラを備える、
項目８９に記載のデバイス。
（項目１０１）
　前記圧力コントローラは、前記拡張可能部材が拡張されている間に、安定した膀胱圧ま
たは安定した膀胱体積のうちの１つまたはそれを上回るものを維持するように構成される
、項目１００に記載のデバイス。
（項目１０２）
　前記圧力コントローラは、前記拡張可能部材が後退させられている間に、安定した膀胱
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圧または安定した膀胱体積のうちの１つまたはそれを上回るものを維持するように構成さ
れる、項目１００に記載のデバイス。
（項目１０３）
　前記拡張可能部材は、非柔軟材料を含む、項目８９に記載のデバイス。
（項目１０４）
　組織領域の所定のパターンを生成するための前記手段はさらに、低温流体で前記拡張可
能部材を充填するように構成される温度制御流体循環装置を備える、項目８９に記載のデ
バイス。
（項目１０５）
　前記支柱のうちの１本またはそれを上回るものは、前記１本またはそれを上回る支柱が
前記膀胱の中へ前進させられるときに、前記膀胱の前記内側壁の反対側にある前記支柱の
側面上に少なくとも１つの膨張可能チャネルを備える、項目８９に記載のデバイス。
（項目１０６）
　前記少なくとも１つのチャネルは、空気または低温流体で充填されて、前記バルーンか
ら前記少なくとも１本の支柱を熱的に隔離するように構成される、項目１０５に記載のデ
バイス。
（項目１０７）
　前記拡張可能部材は、膨張可能バルーンを備える、項目８９に記載のデバイス。
（項目１０８）
　前記拡張可能要素は、前記シャフトの遠位部分を囲繞するように構成され、前記シャフ
トの前記遠位部分は、伸縮式である、項目８９に記載のデバイス。
（項目１０９）
　前記シャフトの前記遠位伸縮式部分は、圧潰されたときの２ｃｍ～５ｃｍから完全に拡
張されたときの４ｃｍ～１５ｃｍの長さを有する、項目１０８に記載のデバイス。
（項目１１０）
　前記複数の電極は、前記拡張可能要素が拡張されると前記膀胱を焼灼するように構成さ
れる、項目８９に記載のデバイス。
（項目１１１）
　前記拡張可能要素は、その体積が１０～５０秒にわたって周期的に５％～５０％変化さ
せられることができるように構成される、項目８９に記載のデバイス。
（項目１１２）
　前記拡張可能要素の拡張は、前記拡張可能要素の表面にわたって前記複数の電極を展開
する、項目８９に記載のデバイス。
（項目１１３）
　組織領域の所定のパターンを生成するための前記手段はさらに、前記拡張可能部材およ
び前記複数の電極を後退させるように構成されるカラーを備える、項目８９に記載のデバ
イス。
（項目１１４）
　前記カラーは、前記膀胱の中への前記拡張可能要素の挿入に先立って前記拡張可能要素
の近位に位置する、項目１１３に記載のデバイス。
（項目１１５）
　前記カラーは、前記膀胱の中への前記拡張可能要素の挿入後に前記拡張可能要素の遠位
に位置する、項目１１３に記載のデバイス。
（項目１１６）
　レーザ測距器をさらに備える、項目５９に記載のデバイス。
（項目１１７）
　コイル要素内の電磁信号または電流のうちの１つまたはそれを上回るものが、膀胱活動
を局所化するために使用可能であるように、前記膀胱の中で展開されるように構成される
コイル要素をさらに備える、項目５９に記載のデバイス。
（項目１１８）
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　前記コイル要素は、非弾性バルーン上に展開される、項目１１７に記載のデバイス。
（項目１１９）
　前記コイル要素は、支柱上に展開され、前記膀胱に引き込まれるときの前記支柱の長さ
は、前記膀胱の形状によって判定される、項目１１７に記載のデバイス。
（項目１２０）
　前記コイル要素は、前記膀胱に導入されるように構成される可撓性縦方向要素上に展開
され、前記縦方向要素は、前記膀胱の直径より少なくとも３倍長い長さを有する、項目１
１７に記載のデバイス。
（項目１２１）
　複数の電極と、前記複数の電極を通してインピーダンスを測定するインピーダンス測定
装置とをさらに備える、項目５９に記載のデバイス。
（項目１２２）
　測定される前記インピーダンスは、最適な高周波焼灼のための組織領域を特定して過活
動膀胱を治療するために使用される、項目１２１に記載のデバイス。
（項目１２３）
　膀胱内圧測定装置をさらに備え、測定される膀胱圧の変化と同時に起こる、測定される
インピーダンスの変化は、膀胱活動を査定するために使用される、項目１２１に記載のデ
バイス。
（項目１２４）
　前記電気伝搬を低減させた組織領域の生成された所定のパターンは、尿失禁、過活動膀
胱、排尿筋・括約筋筋失調（ＤＳＤ）、膀胱痛症候群、月経過多、膣痙、過敏性子宮、ま
たは早期陣痛のうちの１つまたはそれを上回るものを治療するために効果的である、項目
５９に記載のデバイス。
（項目１２５）
　中空身体器官内の障害を治療する方法であって、
　前記器官の機械特性または電気特性のうちの少なくとも１つを修正するように、前記中
空身体器官の内側壁内に電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを生成するステ
ップを含み、
　前記中空身体器官は、膀胱、腎臓、膣、子宮、卵管、結腸、大腸、小腸、胃、食道、胆
嚢、気管支、および肺胞を含む群から選択される、方法。
（項目１２６）
　中空身体器官内の障害を治療するためのデバイスであって、
　前記中空身体器官に到達するように患者の身体通路を通して前進可能なシャフトと、
　前記シャフトの遠位端に連結される組織修正構造であって、前記組織修正構造の少なく
とも一部は、前記中空身体器官の内側壁の少なくとも一部に接触し、それに一致するよう
に適合される、組織修正構造と、
　電気伝搬を低減させた組織領域の所定のパターンを前記中空身体器官の内側壁内に生成
し、前記中空身体器官の機械特性または電気特性のうちの少なくとも１つを修正するため
の手段と、
　を備え、
　前記中空身体器官は、膀胱、腎臓、膣、子宮、卵管、結腸、大腸、小腸、胃、食道、胆
嚢、気管支、および肺胞を含む群から選択される、デバイス。
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